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ＴＤＳＣ-ＦＤＭＡ携帯無線通信陸上移動局(中継)

の特性試験方法 
[シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信陸上移動局（携帯無線通信の中継を行うも

の）の無線設備（時分割複信方式を用いるもの）(ＴＤＳＣ-ＦＤＭＡ携帯無線通信陸上移動局(中継))

の特性試験方法] 

 

 

証明規則 第 2 条第 1 項第 11 号の 21 の２ 

この特性試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

（平成１６年総務省令第２号）別表第一号一（３）の規定に基づく特性

試験の試験方法を定める告示（平成１６年告示第８８号）第２項に規定

する届出及び公表のために作成されたものである。 

平成29年04月14日 初版 

株式会社ディーエスピーリサーチ 
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改版情報 

版数／年月日 内容 備考 

初版 

平成29年04月14日 

省令及び告示改正に伴い、登録証明機関が臨時に定める暫定

試験方法として定める。 
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一・一般事項 
１ 試験場所の環境 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ８７０３による常温５～３５℃の範囲、常湿４５～８５％（相対

湿度）の範囲内とする。 

（２）認証における特性試験の場合 

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。 

 

２ 電源電圧 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 

（２）認証における特性試験の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±１０％を供給する。ただし次の場合を除く。 

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±１０％変動したときにおける受験機器の無線部

（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±１％以下であることが確認できた場合。

この場合は定格電圧のみで試験を行う。 

イ 電源電圧の変動幅が±１０％以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計と

なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて

いる場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 

 

３ 試験周波数 

（１）受験機器の中継可能な周波数が３波以下の周波数帯域の場合は、全波で全試験項目について

試験を実施する。 

（２）受験機器の中継可能な周波数が４波以上の周波数帯域の場合は、上中下の３波の周波数で全

試験項目について試験を実施する。なお、中心周波数にできない場合は中心周波数に最も近

い割当周波数、中心周波数からの離調周波数が同じ場合はどちらかの周波数を選択して試験

を行う。 

（３）試験は、陸上移動局対向器（下り）及び、基地局対向器（上り）それぞれについて行う。 

（４）「スプリアス発射又は不要発射の強度」、「隣接チャネル漏洩電力」、「空中線電力の偏差」

について、同時に中継する周波数が２波以上の場合は、（１）から（２）によらず各試験項

目の条件によって試験を実施する。 

（５）複数の電気通信事業者の周波数帯域を扱う無線設備にあっては、電気通信事業者毎に割り当

てられる周波数帯域毎に、上記（１）から（４）の周波数で試験を実施する。 

 

４ 試験信号入力レベル 

（１）試験信号入力レベルは、（工事設計書記載の出力レベル最大値－工事設計書記載の利得＋５

ｄＢ）とする。ただし、過入力に対し送信を停止する機能を有する場合は、入力レベルは送

信を停止する直前の値とする。個別試験項目における「規定の入力レベル」は、上記の試験

信号入力レベルをいう。 

（２）受験機器が利得可変機能を有する場合、試験信号入力レベルは上記に加え、最低利得状態と

最大利得状態の両方の試験信号入力レベルで行う。個別試験項目における「規定の入力レベ

ル」は、（１）に加え上記２つの試験信号入力レベルをいう。 

ただし、利得可変部が入力側のみにあるものは最低利得状態、利得可変部が出力側のみにあ

るものは最大利得状態の入力レベルに設定するなど、全ての試験項目で厳しい値になる入力

レベルが特定できる場合は、その入力レベルのみで試験を実施し、他の入力レベルの試験は

省略できる。 

（３）個別試験項目で、入力レベルを指定している場合は個別試験項目の指定による。 
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５ 試験条件 

（１）試験環境等 

 受験機器の入力信号と出力信号の周波数が等しく、利得が大きいため、試験において入出

力の結合により発振等の障害が起きないよう、接続ケーブルや使用測定器のアイソレーショ

ンに十分注意する必要がある。もし入出力のアイソレーションが取れない場合には、シール

ドボックスを用いる等の対策を行う。 

（２）入力試験信号 

 入力試験信号として用いる信号発生器は、無変調キャリア及びＴＤＳＣ-ＦＤＭＡ携帯無線

通信の標準的な変調（下り：ＯＦＤＭＡ変調、上り：ＳＣ-ＦＤＭＡ変調）をかけた信号（連

続波）を出力できるものであること。 

 なお、非再生中継方式の場合は、この信号発生器自身の位相雑音、隣接チャネル漏洩電力、

不要発射、相互変調歪、占有周波数帯幅等の性能は、試験項目によっては測定結果に影響を

与える場合があるので、影響の無いように十分高い性能を有するものを使用すること。 

 

６ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測

定する。その他の場合は予熱時間をとらない。 

 

７ 測定器の精度と較正等 

（１）測定値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は較正されたもの

を使用する必要がある。 

（２）測定用スペクトルアナライザはデジタルストレージ型とする。 

（３）受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンス５０Ωの減衰器とする。 

 

８ 本試験方法の適用対象 

本試験方法は、３．５ＧＨｚ帯の無線設備であって、次の機能や動作条件が設定できるものに適

用する。 

（１）必要とされる受験機器の試験用動作モード 

ア 非再生中継方式 

（ア）試験周波数に設定する機能 

（イ）連続送受信制御（時分割複信方式による上り方向と下り方向の切り替えを停止し連続

して上り方向又は下り方向に固定できる機能。） 

（ウ）送受信切り替え制御（基地局からの受信信号等が無い状態で、時分割複信方式による

上り方向と下り方向の切り替えをできる機能。） 

イ 再生中継方式 

（ア）通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 

（イ）試験周波数に設定する機能 

（ウ）規定のチャネルの組合せ及び数による変調がかかり最大出力状態に設定する機能 

（２）受験機器に備える試験用端子 

（ア）空中線端子（送受信装置の出力端から空中線給電線の入力端の間で、測定技術上支障

のない点） 

（イ）動作モード制御端子（キー操作、制御器等により設定可能であれば不要） 

 

９ その他 

（１）試験用治具等 

受験機器を試験状態に設定するために必要なテストベンチ、制御機器等は申込者が個々に準

備する。 
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（２）本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術

的に妥当であると証明された場合には、その方法で試験しても良い。 

 

１０ 補足説明 

（１）複数の空中線を使用する空間分割多重方式（アダプティブアレーアンテナ）等を用いるもの

にあっては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものについて、各空中線端子で

測定した値を加算して総和を求める。 

（２）複数の空中線を使用する空間多重方式（ＭＩＭＯ）を用いるものにあっては、各空中線端子

で測定した値を加算して総和を求める。 
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二・環境試験 温湿度試験 
１ 測定系統図 

 
温湿度試験槽（恒温槽） 

 

２ 受験機器の状態 

（１）規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器

を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作

確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）低温試験 

（ア）受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の

温度を低温（０℃、－１０℃、－２０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）

に設定する。 

（イ）この状態で１時間放置する。 

（ウ）上記（イ）の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧

（２）参照）を加えて受験機器を動作させる。 

（エ）試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（周波数の具体的な測定方法は、「周

波数の偏差」の項目を参照） 

（２）高温試験 

（ア）受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の

温度を高温（４０℃、５０℃、６０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、

かつ常湿に設定する。 

（イ）この状態で１時間放置する。 

（ウ）上記（イ）の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧

（２）参照）を加えて受験機器を動作させる。 

（エ）試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（周波数の具体的な測定方法は、「周

波数の偏差」の項目を参照） 

（３）湿度試験 

（ア）受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の

温度を３５℃に、相対湿度９５％又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。 

（イ）この状態で４時間放置する。 

（ウ）上記（イ）の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露してい

ないことを確認した後、規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧（２）参照）を加え

て受験機器を動作させる。 

（エ）試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（周波数の具体的な測定方法は、「周

波数の偏差」の項目を参照） 
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４ 補足説明 

（１）本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 

（２）常温（５℃～３５℃）、常湿（４５％～８５％（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用

される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。 

（３）使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭

く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載さ

れている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。 

（４）常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３（１）から（３）の範囲に該当しないものは

温湿度試験を省略できる。 

（５）本試験は、入出力の信号で周波数が変化しない以下の方式には適用しない。 

（ア）ＲＦ信号を増幅器等のみで中継し周波数変換をしない無線設備。 

（イ）ＲＦ信号をＩＦ信号に変換し帯域制限等を行った後、再度ＲＦ信号に戻す方式で、共

通の局部発振器を使用し同一周波数に戻す無線設備。 

（ウ）中継する信号を、Ａ／Ｄ変換器を介しデジタル信号処理を行いＤ／Ａ変換器によりア

ナログ信号とする信号処理を行う場合には、これらの信号処理において周波数が変動

しない（入出力の周波数が同一となる。）ことが証明された場合及び用いるクロック

周波数が変動した場合においても、入力周波数に対し出力の周波数が変動しない無線

設備。 



 DSP Research, Inc.  
  
 
 

 9 of 36 © DSP Research Inc. 2017 Test Procedure

 
 
 

三・周波数の偏差 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式(下り)、(上り)及び再生中継方式(下り) 

 
 

Ⅱ 再生中継方式(上り) 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）周波数計としては、カウンタ又は、スペクトルアナライザを使用する。 

（２）周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の１／１０以下の確度とする。 

（３）非再生中継方式の場合は、信号発生器を試験周波数に設定し、無変調の連続波として、規定

のレベルを受験機器に加える。 

（４）再生中継方式の場合は、信号発生器を試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態として、

規定のレベルを受験機器に加える。 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）上りの場合は、外部試験装置より試験信号を加える。 

（２）試験周波数に設定して送信する。 

（３）バーストを停止し無変調の状態で連続送信する。 

（４）これができない場合、無変調波の継続的バースト送出状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）受験機器の周波数を測定する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、測定値をＭＨｚ単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をＨｚ
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単位で（＋）又は（－）の符号をつけて表示する。また、割当周波数に対する許容偏差をＨ

ｚ単位で表示する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値の内、最も偏差の大き

なものを表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）信号発生器の偏差も含めて測定しているため信号発生器の確度に留意する必要がある。 

（２）２（４）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で送信（無変調波

（連続波又は継続的バースト波））できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（３）３Ⅱ（１）において、外部試験装置からの試験信号がない状態で送信できる場合は、外部試

験装置を用いなくて良い。 

（４）入力試験信号として変調波を用いる場合は、波形解析器を用いて測定すること。ただし、波

形解析器を周波数計として使用する場合は、測定確度が十分あることに注意を要する。 

（５）複数の空中線端子を有する場合であっても、以下の場合は、一の代表的な空中線端子の測定

結果を測定値としてもよい。 

（ア）ＲＦ信号を増幅器等のみで中継し周波数変換をしない無線設備。 

（イ）ＲＦ信号をＩＦ信号に変換し帯域制限等を行った後、再度ＲＦ信号に戻す方式で、共

通の局部発振器を使用し同一周波数に戻す無線設備。 
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四・占有周波数帯幅 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式(下り)、(上り)及び再生中継方式(下り) 

 
Ⅱ 再生中継方式(上り) 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）非再生中継方式の場合は、信号発生器は試験周波数に設定し、占有周波数帯幅が最大となる

ような継続的バースト送信状態（注１）で変調をかけ、規定の入力レベルに設定する。 

注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も短い時間に設定する。 

（２）再生中継方式の場合は、信号発生器を試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態（注１）

として、規定のレベルを受験機器に加える。 

（３）スぺクトルアナライザは以下のように設定する。 

中心周波  数搬送波周波数 

掃引周波数幅  許容値の約２～３．５倍 

分解能帯域幅  許容値の約１％以下 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  搬送波レベルがスぺクトルアナライザ雑音より５０ｄＢ以上高いこと 

データ点数  ４００点以上（例 １００１点） 

掃引時間  １サンプル当たり１バースト以上 

掃引モード  連続掃引（波形が変動しなくなるまで） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

（４）スぺクトルアナライザの測定値は、外部または内部のコンピュータで処理する。 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）上りの場合は、外部試験装置より試験信号を加える。 

（２）試験周波数に設定し、占有周波数帯幅が最大となるような継続的バースト送信状態（注１）
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とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（２）全データについて、ｄＢｍ値を電力次元の真数（相対値で良い）に変換する。 

（３）全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。 

（４）最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。 

（５）最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。 

（６）下り方向と上り方向の各々測定する。 

（７）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）占有周波数帯幅は、（「上限周波数」－「下限周波数」）として求め、ＭＨｚの単位で表示

する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値の内、最も大きなもの

を表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）２（２）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で変調状態の継続

的バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（２）３Ⅱ（１）において、外部試験装置からの試験信号がない状態で送信できる場合は、外部試

験装置を用いなくて良い。 

（３）非再生中継方式の場合は、信号発生器の変調条件や性能に依存するため、疑義が生じる場合

は信号発生器の試験信号を確認する。 

（４）２（１）において、最大の占有周波数帯幅となる状態とは、サブキャリア数を最大にして占

有周波数帯幅が最大となる状態とする。 

（５）２（１）、（２）において、規定の入力レベルとは、一般事項の４試験信号入力レベルの項

で定める「規定の入力レベル」とする。 

（６）２（１）において、占有周波数帯幅が最大になる状態とは、全サブキャリアが同時に送信す

る状態のみでなく、２（３）において波形が変動しなくなるまで連続掃引することによって、

占有周波数帯幅が最大となる状態である。 

（７）２（３）において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとして

いるが、信号発生器の変調出力として、全サブキャリアが同時に送信する状態（注２）であ

って、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波

モードをサンプル、表示モードをＲＭＳ平均としても良い。ただし、掃引時間は１サンプル

当たり１バーストとする。 

注２：全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア（例 全

リソースブロック）が電波を発射する状態。なお、ＤＣサブキャリアやガードサブキ

ャリアなど通常運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを

要しない。 
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五・スプリアス発射又は不要発射の強度(下り) 
１ 測定系統図 

 
注 コンピュータは、振幅の平均値を求める場合に使用する。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。 

（２）非再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎの設定を、次のようにする。 

中継可能な全周波数を送信した状態の試験は、信号発生器１からｎは各割当周波数に設定

し、送信周波数帯域内の全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）とし、

１波ごとに送信した状態の試験は信号発生器１を用いる。また、変調条件は最大出力状態と

なるＯＦＤＭＡ変調信号で変調をかけ、規定の入力レベルに設定する。 

なお、信号発生器自身の隣接チャネル漏洩電力、位相雑音及び相互変調歪特性に注意する。

隣接チャネル漏洩電力や位相雑音及び相互変調歪等を低減させるために、必要に応じて各信

号発生器の出力に帯域通過フィルタやアイソレータ等を挿入する。 

注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も長い時間に設定する。 

（３）再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎを各割当周波数に設定し、送信周波数帯域内の

全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）として、規定のレベルを受験機

器に加える。 

（４）不要発射探索時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅   （注２） 

分解能帯域幅   （注２） 

ビデオ帯域幅   分解能帯域幅と同程度 

掃引時間   １サンプル当たり１バースト以上（注３） 

Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

データ点数   ４００点以上（例 １００１点） 

掃引モード   単掃引 

検波モード   ポジティブピーク 

 

注２：掃引周波数幅と分解能帯域幅は次の通りとする。 

［掃引周波数幅］      ［分解能帯域幅］ 

９ｋＨｚ～１５０ｋＨｚ      １ｋＨｚ 

１５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚ      １０ｋＨｚ 
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３０ＭＨｚ～１，０００ＭＨｚ     １００ｋＨｚ 

１，０００ＭＨｚ～１８ＧＨｚ     １ＭＨｚ 

（送信周波数帯域端から１０ＭＨｚ未満を除く） 

（１，８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下を除く） 

１，８８４．５ＭＨｚ～１，９１５．７ＭＨｚ   ３００ｋＨｚ 

注３：（（掃引周波数幅／分解能帯域幅）×バースト周期）以上とすることができる。ただし、検出

される信号のレベルが最大３ｄＢ小さく測定される場合があるので注意すること。 

（５）不要発射振幅測定時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

中心周波数  不要発射周波数 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  （注４） 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

掃引時間  測定精度が保証される最小時間 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における 

搬送波のレベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  サンプル 

 

注４：分解能帯域幅は各周波数帯毎に次の通りとする。 

９ｋＨｚ以上１５０ｋＨｚ未満    ：１ｋＨｚ 

１５０ｋＨｚ以上３０ＭＨｚ未満    ：１０ｋＨｚ 

３０ＭＨｚ以上１，０００ＭＨｚ未満    ：１００ｋＨｚ 

１，０００ＭＨｚ以上１８ＧＨｚ未満    ：１ＭＨｚ 

（１，８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下を除く） 

１， ８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下 ：３００ｋＨｚ 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態（注１）とする。 

（２）通常の変調状態で変調をかけ、最大出力状態となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、各掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。な

お、送信周波数帯域内及び送信周波数帯域端から１０ＭＨｚ未満の範囲を探索から除外する。 

（２）探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。 

（３）探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合スぺクトルアナライザの中心周波数の設定

精度を高めるため、周波数掃引幅を１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚ及び１ＭＨｚのように分解能

帯域幅の１０倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。次に、スぺクトルアナラ

イザの設定を上記２（５）とし、掃引終了後、バースト内の全データ点の値をコンピュータ

に取り込む。バースト内の全データ（ｄＢｍ値）を電力の真数に変換し、バースト内平均を

求めて（すなわちバースト内の全データの総和をバースト内のデータ数で除し）それをｄＢ

ｍ値に変換し、不要発射の振幅値とする。 

（４）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 
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５ 結果の表示 

（１）結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を技術基準で定められた単位を用いて、各帯域幅

あたりの絶対値で、周波数とともに表示する。 

９ｋＨｚ以上    １５０ｋＨｚ未満：ｄＢｍ／１ｋＨｚ 

１５０ｋＨｚ以上   ３０ＭＨｚ未満：ｄＢｍ／１０ｋＨｚ 

３０ＭＨｚ以上   １ＧＨｚ未満：ｄＢｍ／１００ｋＨｚ 

１ＧＨｚ以上    １８ＧＨｚ未満：ｄＢｍ／１ＭＨｚ 

１，８８４．５ＭＨｚ以上  １，９１５．７ＭＨｚ以下：ｄＢｍ／３００ｋＨｚ 

（２）多数点を表示する場合は、許容値の帯域毎にレベルの降順に並べ周波数とともに表示する。 

（３）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごとに

おける総和を（１）の単位で周波数とともに表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子

ごとに最大の１波を（１）の単位で周波数とともに表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）４（３）で測定した場合は、スペクトルアナライザのＹ軸スケールの絶対値を電力計及び信

号発生器を使用して確認すること。 

（２）スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。 

（３）２（３）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で変調状態の継続

的バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（４）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できな

いことがある。この場合は、測定値を補正する必要がある。 

（５）標準信号発生器は割当周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の割当周波

数の変調信号を同時に出力できる標準信号発生器を用いても良い。 



 DSP Research, Inc.  
  
 
 

 16 of 36 © DSP Research Inc. 2017 Test Procedure

 
 
 

六・スプリアス発射又は不要発射の強度(上り) 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式 

 
Ⅱ 再生中継方式 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。 

（２）非再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎの設定を、次のようにする。 

中継可能な全周波数を送信した状態の試験は、信号発生器１からｎは各割当周波数に設定

し、送信周波数帯域内の全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）とし、

１波ごとに送信した状態の試験は信号発生器１を用いる。また、変調条件は最大出力状態と

なるＳＣ-ＦＤＭＡ変調信号で変調をかけ、規定の入力レベルに設定する。 

なお、信号発生器自身の隣接チャネル漏洩電力、位相雑音及び相互変調歪特性に注意する。

隣接チャネル漏洩電力や位相雑音及び相互変調歪等を低減させるために、必要に応じて各信

号発生器の出力に帯域通過フィルタやアイソレータ等を挿入する。 

注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も長い時間に設定する。 

（３）再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎを各割当周波数に設定し、送信周波数帯域内の

全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）として、規定のレベルを受験機

器に加える。 

（４）不要発射探索時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅   （注２） 
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分解能帯域幅   （注２） 

ビデオ帯域幅   分解能帯域幅と同程度 

掃引時間   １サンプル当たり１バースト以上（注３） 

Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

データ点数   ４００点以上（例 １００１点） 

掃引モード   単掃引 

検波モード   ポジティブピーク 

 

注２：掃引周波数幅と分解能帯域幅は次の通りとする。 

［掃引周波数幅］      ［分解能帯域幅］ 

９ｋＨｚ～１５０ｋＨｚ     １ｋＨｚ 

１５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚ     １０ｋＨｚ 

３０ＭＨｚ～１，０００ＭＨｚ    １００ｋＨｚ 

１，０００ＭＨｚ～１８ＧＨｚ    １ＭＨｚ 

（送信周波数帯域端から１０ＭＨｚ未満を除く） 

（１，８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下を除く） 

１，８８４．５ＭＨｚ～１，９１５．７ＭＨｚ  ３００ｋＨｚ 

注３：（（掃引周波数幅／分解能帯域幅）×バースト周期）以上とすることができる。ただし、検出

される信号のレベルが最大３ｄＢ小さく測定される場合があるので注意すること。 

（５）不要発射振幅測定時のスぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

中心周波数   不要発射周波数 

掃引周波数幅   ０Ｈｚ 

分解能帯域幅   （注４） 

ビデオ帯域幅   分解能帯域幅の３倍程度 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間 

Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０から－１５ｄＢｍ程度） 

掃引モード   単掃引 

検波モード   サンプル 

注４：分解能帯域幅は各周波数帯毎に次の通りとする。 

９ｋＨｚ以上１５０ｋＨｚ未満    ：１ｋＨｚ 

１５０ｋＨｚ以上３０ＭＨｚ未満    ：１０ｋＨｚ 

３０ＭＨｚ以上１，０００ＭＨｚ未満    ：１００ｋＨｚ 

１，０００ＭＨｚ以上１８ＧＨｚ未満    ：１ＭＨｚ 

 （１，８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下を除く） 

 １,８８４．５ＭＨｚ以上１，９１５．７ＭＨｚ以下  ：３００ｋＨｚ 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）外部試験装置より試験信号を加える。 

（２）試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態（注１）とする。 
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（３）通常の変調状態で変調をかけ、最大出力状態となるように設定する。 

４ 測定操作手順 

（１）スぺクトルアナライザの設定を２（４）とし、各掃引周波数幅毎に不要発射を探索する。な

お、送信周波数帯域内及び送信周波数帯域端から１０ＭＨｚ未満の範囲を探索から除外する。 

（２）探索した不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。 

（３）探索した不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スぺクトルアナライザの中心周波数の設

定精度を高めるため、周波数掃引幅を１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚ及び１ＭＨｚのように分解

能帯域幅の１０倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。次に、スペクトルアナ

ライザの設定を上記２（５）とし、掃引終了後、バースト内の全データ点の値をコンピュー

タに取り込む。バースト内の全データ（ｄＢｍ値）を電力の真数に変換し、バースト内平均

を求めて（すなわちバースト内の全データの総和をバースト内のデータ数で除し）それをｄ

Ｂｍ値に変換し、不要発射の振幅値とする。また、必要があれば搬送波抑圧フィルタを使用

する。 

（４）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、上記で測定した不要発射の振幅値を技術基準で定められた単位を用いて、各帯域幅

当たりの絶対値で、周波数とともに表示する。 

 ９ｋＨｚ以上    １５０ｋＨｚ未満：ｄＢｍ／１ｋＨｚ 

 １５０ｋＨｚ以上   ３０ＭＨｚ未満：ｄＢｍ／１０ｋＨｚ 

 ３０ＭＨｚ以上   １ＧＨｚ未満：ｄＢｍ／１００ｋＨｚ 

 １ＧＨｚ以上    １８ＧＨｚ未満：ｄＢｍ／１ＭＨｚ 

 １，８８４．５ＭＨｚ以上  １，９１５．７ＭＨｚ以下：ｄＢｍ／３００ｋＨｚ 

（２）多数点を表示する場合は、許容値の帯域毎にレベルの降順に並べ周波数とともに表示する。 

（３）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごとに

おける総和を（１）の単位で周波数とともに表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子

ごとに最大の１波を（１）の単位で周波数とともに表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）４（３）で測定した場合は、スペクトルアナライザのＹ軸スケールの絶対値を電力計及び信

号発生器を使用して確認すること。 

（２）スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。 

（３）２（３）において、信号発生器からの変調信号のバースト波等がない状態で変調状態の継続

的バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（４）３Ⅱ（１）において、外部試験装置からの試験信号がない状態で送信できる場合は、外部試

験装置を用いなくて良い。 

（５）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できな

いことがある。この場合は、測定値を補正する必要がある。 

（６）標準信号発生器は割当周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の割当周波

数の変調信号を同時に出力できる標準信号発生器を用いても良い。 
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七・隣接チャネル漏洩電力（下り） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）非再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎの設定を、次のようにする。 

        中継可能な全周波数を送信した状態の試験は、信号発生器１からｎは各割当周波数に設定

し、送信周波数帯域内の全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）とする。

１波ごとに送信した状態の試験は信号発生器１を用いる。また、変調条件は最大の占有周波

数帯幅となるＯＦＤＭＡ変調信号で変調をかけ、規定の入力レベルに設定する。 

    なお、信号発生器自身の隣接チャネル漏洩電力、位相雑音及び相互変調歪特性に注意する。

隣接チャネル漏洩電力や位相雑音及び相互変調歪等を低減させるために、必要に応じて各信

号発生器の出力に帯域通過フィルタやアイソレータ等を挿入する。 

 注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も短い時間に設定する。 

（２）再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎを各割当周波数に設定し、送信周波数帯域内の

全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）として、規定のレベルを受験機

器に加える。 

（３）１ＭＨｚ帯域幅当たりの隣接チャネル漏洩電力測定時のスぺクトルアナライザの設定は次の

ようにする。 

 中心周波数   測定操作手順に示す周波数 

 掃引周波数幅   搬送波電力測定時：送信周波数帯域幅 

 隣接チャネル   漏洩電力測定時：１ＭＨｚ 

 分解能帯域幅   ３０ｋＨｚ 

 ビデオ帯域幅   １００ｋＨｚ 

 掃引時間   １サンプル当たり１バースト以上（注２） 

 Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

 データ点数   ４００点以上（例 １００１点） 

 掃引モード   連続掃引 

 検波モード   ポジティブピーク 

 表示モード   マックスホールド 

 掃引回数   スペクトラムの変動が無くなる程度の回数（例 １０回程度） 

 注２：（（掃引周波数幅／分解能帯域幅）×バースト周期）以上とすることができる。 
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３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）試験周波数に設定し、バースト送信状態（注１）とする。 

（２）通常の変調状態で変調をかけ、最大出力状態となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）複数割当周波数測定の場合 

 信号発生器１からｎの出力レベルを同じ値にし、受験機器の出力が最大になるように設定す

る。 

（２）搬送波電力（ＰＣ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域内の割当周波数の中心

周波数を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数（相対値で良い）に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＣとする。（注３） 

注３ 電力総和の計算は以下の式による。ただし、参照帯域幅内のＲＭＳ値が直接求められる

スペクトルアナライザの場合は、測定値としても良い。この場合、掃引時間は１サン

プル当たり１バーストとする。 

  
 Ｐｓ：各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値（Ｗ） 

 Ｅｉ：１サンプルの測定値（Ｗ） 

 ＳＷ：掃引周波数幅（ＭＨｚ） 

 ｎ ：掃引周波数幅内のサンプル点数 

 ＲＢＷ：分解能帯域幅（ＭＨｚ） 

 

（３）上側隣接チャネル漏洩電力（ＰＵ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域上端から＋２．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＵとする。（注３） 

（オ）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域上端から＋７．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（エ）の手順を繰り返す。 

（４）下側隣接チャネル漏洩電力（ＰＬ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域下端から－２．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＬとする。（注３） 
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（オ）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域下端から－７．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（エ）の手順を繰り返す。 

（５）割当周波数の下限周波数と上限周波数測定の場合（非再生中継方式） 

（ア）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も高い周波数、規定の入力レベルと

し、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（３）の測定を行う。 

（イ）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も低い周波数、規定の入力レベルと

し、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（４）の測定を行う。 

（６）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１） ４で求めた結果は、下記式により計算し、予め測定した空中線電力の測定値を用いて算出し

ｄＢｍ／ＭＨｚで表示する。 

① 上側隣接チャネル漏洩電力比 １０ｌｏｇ（ＰU／ＰＣ） 

②下側隣接チャネル漏洩電力比 １０ｌｏｇ（ＰＬ／ＰＣ） 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の空中線電力に（１）で求めた比を

乗じて（ｄＢを減じて）隣接チャネル漏洩電力の絶対値を求め、真数で加算して総和を求める。

隣接チャネル漏洩電力の総和をｄＢｍ／ＭＨｚ単位で表示する他、参考としてそれぞれの空中

線端子ごとの測定値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）スペクトルアナライザのダイナミックレンジが不足する場合、搬送波と隣接チャネル漏洩電力

の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。ただしスペクトルアナライザ

に過大な信号が入力されないよう注意が必要である。 

（２）２（２）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で変調状態の継続的

バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（３）スペクトルアナライザのアベレージ機能として、対数の平均を標準とする機種が多いため、Ｒ

ＭＳ平均であることを確認し、対数の平均（ビデオアベレージ）は使用しないこと。 

（４）２（３）において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホールドとしてい

るが、信号発生器の変調出力として、全サブキャリアが同時に送信する状態（注４）であって、

バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限り、検波モードを

サンプル、表示モードをＲＭＳ平均としても良い。ただし、掃引時間は１サンプル当たり１バ

ーストとする。 

注４：全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア（例 全リソー

スブロック）が電波を発射する状態。なお、ＤＣサブキャリアやガードサブキャリアなど通常

運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。 

（５）スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。 

（６）送信信号を直接サンプリングして取り込み、ＦＦＴ処理により周波数領域に変換して各隣接チ

ャネル漏洩電力を求める方法もある。 

（７）標準信号発生器は割当周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の割当周波数

の変調信号を同時に出力できる標準信号発生器を用いても良い。 

（８）４（２）の掃引周波数幅は２（３）の搬送波電力測定時、４（３）、（４）の掃引周波数幅は

２（３）の隣接チャネル漏洩電力測定時の値である。 
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八・隣接チャネル漏洩電力（上り） 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式 

 
Ⅱ 再生中継方式 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）非再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎの設定を、次のようにする。 

  中継可能な全周波数を送信した状態の試験は、信号発生器１からｎは各割当周波数に設定

し、送信周波数帯域内の全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）とする。

１波ごとに送信した状態の試験は信号発生器１を用いる。また、変調条件は最大の占有周波

数帯幅となるＳＣ-ＦＤＭＡ変調信号で変調をかけ、規定の入力レベルに設定する。 

  なお、信号発生器自身の隣接チャネル漏洩電力、位相雑音及び相互変調歪特性に注意する。

隣接チャネル漏洩電力や位相雑音及び相互変調歪等を低減させるために、必要に応じて各信

号発生器の出力に帯域通過フィルタやアイソレータ等を挿入する。 

 注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も短い時間に設定する。 

（２）再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎを各割当周波数に設定し、送信周波数帯域内の

全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）として、規定のレベルを受験機

器に加える。 

（３）３．８４ＭＨｚ帯域幅当たりの隣接チャネル漏洩電力測定時のスぺクトルアナライザの設定

は次のようにする。 

 中心周波数   測定操作手順に示す周波数 
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 掃引周波数幅   搬送波電力測定時  ：送信周波数帯域幅 

     隣接チャネル漏洩電力測定時 ：５ＭＨｚ 

 分解能帯域幅   ３０ｋＨｚ 

 ビデオ帯域幅   １００ｋＨｚ 

 掃引時間   １サンプル当たり１バースト以上（注２） 

 Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

 データ点数   ４００点以上（例 １００１点） 

 掃引モード   連続掃引 

 検波モード   ポジティブピーク 

 表示モード   マックスホールド 

 掃引回数   スペクトラムの変動が無くなる程度の回数（例 １０回程度） 

 注２：（（掃引周波数幅／分解能帯域幅）×バースト周期）以上とすることができる。 

（４）１ＭＨｚ帯域幅当たりの隣接チャネル漏洩電力測定時のスぺクトルアナライザの設定は次の

ようにする。 

 中心周波数   測定操作手順に示す周波数 

 掃引周波数幅   搬送波電力測定時  ：送信周波数帯域幅 

     隣接チャネル漏洩電力測定時 ：１ＭＨｚ 

 分解能帯域幅   ３０ｋＨｚ 

 ビデオ帯域幅   １００ｋＨｚ 

 掃引時間   １サンプル当たり１バースト以上（注２） 

 Ｙ軸スケール   １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 入力レベル   最大のダイナミックレンジとなる値（例 ミキサ入力における搬送波の 

レベルが－１０～－１５ｄＢｍ程度） 

 データ点数   ４００点以上（例 １００１点） 

 掃引モード   連続掃引 

 検波モード   ポジティブピーク 

 表示モード   マックスホールド 

 掃引回数   スペクトラムの変動が無くなる程度の回数（例 １０回程度） 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）外部試験装置より試験信号を加える。 

（２）試験周波数に設定し、バースト送信状態（注１）とする。 

（３）通常の変調状態で変調をかけ、最大出力状態となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

Ⅰ ３．８４ＭＨｚ帯域幅当たりの隣接チャネル漏洩電力の測定 

（１）複数割当周波数測定の場合 

 信号発生器１からｎの出力レベルを同じ値にし、受験機器の出力が最大になるように設定す

る。 

（２）搬送波電力（ＰＣ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域内の割当周波数の中心
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周波数を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数（相対値で良い）に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＣとする。（注３） 

注３ 電力総和の計算は以下の式による。ただし、参照帯域幅内のＲＭＳ値が直接求められる

スペクトルアナライザの場合は、測定値としても良い。この場合、掃引時間は１サン

プル当たり１バーストとする。 

 
Ｐｓ：各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値（Ｗ） 

Ｅｉ：１サンプルの測定値（Ｗ） 

ＳＷ：掃引周波数幅（ＭＨｚ） 

ｎ ：掃引周波数幅内のサンプル点数 

ＲＢＷ：分解能帯域幅（ＭＨｚ） 

（３）上側隣接チャネル漏洩電力（ＰＵ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域上端から＋２．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）真数に変換したデータについて、３．８４ＭＨｚのＲＲＣフィルタ（ロールオフ率０．

２２）の特性により各データに補正をかける。（RRC:Root Raised Cosine） 

（オ）全データの電力総和を求め、これをＰＵ とする。（注３） 

（カ）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域上端から＋７．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（オ）の手順を繰り返す。 

（４）下側隣接チャネル漏洩電力（ＰＬ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域下端から－２．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）真数に変換したデータについて、３．８４ＭＨｚのＲＲＣフィルタ（ロールオフ率０．

２２）の特性により各データに補正をかける。（RRC:Root Raised Cosine） 

（オ）全データの電力総和を求め、これをＰＬとする。（注３） 

（カ）スペクトルアナライザの設定を２（３）とし、送信周波数帯域下端から－７．５ＭＨｚ

を中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（オ）の手順を繰り返す。 

（５）割当周波数の下限周波数と上限周波数測定の場合（非再生中継方式） 

（ア）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も高い周波数、規定の入力レベルと

し、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（３）の測定を行う。 

（イ）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も低い周波数、規定の入力レベルと

し、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（４）の測定を行う。 

（６）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

Ⅱ １ＭＨｚ帯域幅当たりの隣接チャネル漏洩電力の測定 

（１）複数割当周波数測定の場合 
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信号発生器１からｎの出力レベルを同じ値にし、受験機器の出力が最大になるように設定する。 

（２）搬送波電力（ＰＣ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、送信周波数帯域内の割当周波数の中心

周波数を中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数（相対値で良い）に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＣとする。（注３） 

（３）上側隣接チャネル漏洩電力（ＰＵ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、送信周波数帯域上端から＋２．５ＭＨ

ｚを中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＵとする。（注３） 

（オ）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、送信周波数帯域上端から＋７．５ＭＨ

ｚを中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（エ）の手順を繰り返す。 

（４）下側隣接チャネル漏洩電力（ＰＬ) の測定 

（ア）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、送信周波数帯域下端から－２．５ＭＨ

ｚを中心周波数にして掃引する。 

（イ）全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（ウ）全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（エ）全データの電力総和を求め、これをＰＬとする。（注３） 

（オ）スペクトルアナライザの設定を２（４）とし、送信周波数帯域下端から－７．５ＭＨ

ｚを中心周波数にして掃引し、終了後（イ）から（エ）の手順を繰り返す。 

（５）割当周波数の下限周波数と上限周波数測定の場合（非再生中継方式） 

（ア）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も高い周波数、規定の入力レベル

とし、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（３）の測定を行う。 

（イ）信号発生器１を送信周波数帯域内の割当周波数で最も低い周波数、規定の入力レベル

とし、信号発生器２をオフとする。受験機器の出力が最大になるように設定し、（２）、

（４）の測定を行う。 

（６）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）４Ⅰで求めた結果は、下記式により計算しｄＢｃ／３．８４ＭＨｚで表示する。 

 ①上側隣接チャネル漏洩電力比  １０ｌｏｇ（ＰＵ／ＰＣ） 

 ②下側隣接チャネル漏洩電力比  １０ｌｏｇ（ＰＬ／ＰＣ） 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、４Ⅰで求めたそれぞれの空中線端子ごとのＰＣ、ＰＵ及び

ＰＬを真数で加算して総和を求める。次に、複数空中線端子の総和の空中線電力をＰＣ、上記

で求めた隣接チャネル漏洩電力の総和をＰＵ又はＰＬとし（１）①、②式により計算しｄＢｃ

／３．８４ＭＨｚで表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子ごとの測定値も表示する。 

（３）４Ⅱで求めた結果は、下記式により計算し、予め測定した空中線電力の測定値を用いて算出

しｄＢｍ／ＭＨｚで表示する。 

 ①上側隣接チャネル漏洩電力比  １０ｌｏｇ（ＰＵ／ＰＣ） 

 ②下側隣接チャネル漏洩電力比  １０ｌｏｇ（ＰＬ／ＰＣ） 

（４）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の空中線電力に（３）で求めた比
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を乗じて（ｄＢを減じて）隣接チャネル漏洩電力の絶対値を求め、真数で加算して総和を求

める。隣接チャネル漏洩電力の総和をｄＢｍ／ＭＨｚ単位で表示する他、参考としてそれぞ

れの空中線端子ごとの測定値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）スペクトルアナライザのダイナミックレンジが不足する場合、搬送波と隣接チャネル漏洩電

力の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。ただしスペクトルアナラ

イザに過大な信号が入力されないよう注意が必要である。 

（２）２（２）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で変調状態の継続

的バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（３）３Ⅱ（１）において、外部試験装置からの試験信号がない状態で送信できる場合は、外部試

験装置を用いなくて良い。 

（４）スペクトルアナライザのアベレージ機能として、対数の平均を標準とする機種が多いため、

ＲＭＳ平均であることを確認し、対数の平均（ビデオアベレージ）は使用しないこと。 

（５）２（３）、（４）において、検波モードをポジティブピーク、表示モードをマックスホール

ドとしているが、信号発生器の変調出力として、全サブキャリアが同時に送信する状態（注

４）であって、バースト時間内にサブキャリアの送信が停止しない条件で測定する場合に限

り、検波モードをサンプル、表示モードをＲＭＳ平均としても良い。ただし、掃引時間は１

サンプル当たり１バーストとする。 

注４：全サブキャリアが同時に送信する状態とは、運用状態において全サブキャリア（例 全リソ

ースブロック）が電波を発射する状態。なお、ＤＣサブキャリアやガードサブキャリアなど

通常運用状態で電波を発射しないサブキャリアは、電波を発射することを要しない。 

（６）スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。 

（７）送信信号を直接サンプリングして取り込み、ＦＦＴ処理により周波数領域に変換して各隣接

チャネル漏洩電力を求める方法もある。 

（８）標準信号発生器は割当周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の割当周波

数の変調信号を同時に出力できる標準信号発生器を用いても良い。 

（９）４Ⅰ（２）の掃引周波数幅は２（３）の搬送波電力測定時、４Ⅰ（３）、（４）の掃引周波

数幅は２（３）の隣接チャネル漏洩電力測定時の値である。 

（１０）４Ⅱ（２）の掃引周波数幅は２（４）の搬送波電力測定時、４Ⅱ（３）、（４）の掃引周

波数幅は２（４）の隣接チャネル漏洩電力測定時の値である。 
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九・隣接チャネル漏洩電力（増幅度特性） 
（非再生中継方式） 

１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）信号発生器は測定操作手順に示す試験周波数に設定し、無変調に設定する。 

（２）スぺクトルアナライザの設定は次のようにする。 

 中心周波数  測定操作手順に示す周波数 

 掃引周波数幅  １００ＭＨｚ 

 分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

 ビデオ帯域幅  ３ＭＨｚ 

 Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

 データ点数  ４００点以上（例 １００１点） 

 掃引モード  連続掃引 

 検波モード  ポジティブピーク 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数を連続受信及び送信できる状態にする。 

（２）受験機器の利得（増幅度）が可変できるものにあっては、利得が最大になるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）上側増幅度特性（ＧＵ５） の測定（送信周波数帯域上限＋５ＭＨｚ） 

（ア）測定系を受験機器側に切り替える。 

（イ）スペクトルアナライザの中心周波数を送信周波数帯域上限＋２０ＭＨｚに設定する。 

（ウ）標準信号発生器を送信周波数帯域内の最も高い割当周波数に設定する。 

（エ）標準信号発生器側の可変減衰器の減衰量（ＡＴ１とする）を５０ｄＢ以上に設定し、空

中線電力が最大となるように標準信号発生器の入力レベルを調整する。 

（オ）標準信号発生器の周波数を送信周波数帯域上限＋５ＭＨｚに設定し、スペクトルアナ

ライザでレベル（Ｐ１とする）を記録する。 

（カ）測定系を受験機器を通らない側に切り替える。 

（キ）スペクトルアナライザのレベルが(オ)と同じ値（１ｄＢ以内）になるように標準信号

発生器側の可変減衰器の減衰量を調整し減衰量（ＡＴ２とする）を記録する。また、ス

ペクトルアナライザのレベル（Ｐ２とする）（１ｄＢ以内のレベル差）を記録する。 

次の式により増幅度を求める。 

増幅度（ｄＢ）＝（ＡＴ１－ＡＴ２）＋（Ｐ１－Ｐ２） 

（２）上側増幅度特性（ＧＵ１０） の測定（送信周波数帯域上限＋１０ＭＨｚ） 

（１）（ア）から（キ）と同様に測定する。ただし、（１）（オ）において標準信号発生器

の周波数を送信周波数帯域上限＋１０ＭＨｚに設定する。 
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（３）上側増幅度特性（ＧＵ４０） の測定（送信周波数帯域上限＋４０ＭＨｚ） 

（１）（ア）から（キ）と同様に測定する。ただし、（１）（オ）において標準信号発生器

の周波数を送信周波数帯域上限＋４０ＭＨｚに設定する。 

（４）線形領域での測定 

（１）（エ）において、空中線電力が最大となるレベルから１０ｄＢ低下した出力レベルと

なるように標準信号発生器の入力レベルを調整し、（１）から（３）の測定を繰り返し各測

定周波数毎に増幅度の大きい方を測定値とする。 

（５）下側増幅度特性（ＧＬ５） の測定（送信周波数帯域下限－５ＭＨｚ） 

（ア）測定系を受験機器側に切り替える。 

（イ）スペクトルアナライザの中心周波数を送信周波数帯域下限－２０ＭＨｚに設定する。 

（ウ）標準信号発生器を送信周波数帯域内の最も低い割当周波数に設定する。 

（エ）標準信号発生器側の可変減衰器の減衰量（ＡＴ１とする）を５０ｄＢ以上に設定し、空

中線電力が最大となるように標準信号発生器の入力レベルを調整する。 

（オ）標準信号発生器の周波数を送信周波数帯域下限－５ＭＨｚに設定し、スペクトルアナ

ライザでレベル（Ｐ１とする）を記録する。 

（カ）測定系を受験機器を通らない側に切り替える。 

（キ）スペクトルアナライザのレベルが(オ)と同じ値（１ｄＢ以内）になるように標準信号

発生器側の可変減衰器の減衰量を調整し減衰量（ＡＴ２とする）を記録する。また、ス

ペクトルアナライザのレベル（Ｐ２とする）（１ｄＢ以内のレベル差）を記録する。 

  （１）と同様に増幅度を求める。 

（６）下側増幅度特性（ＧＬ１０） の測定（送信周波数帯域下限－１０ＭＨｚ） 

（５）（ア）から（キ）と同様に測定する。ただし、（５）（オ）において標準信号発生器

の周波数を送信周波数帯域下限－１０ＭＨｚに設定する。 

（７）下側増幅度特性（ＧＬ４０） の測定（送信周波数帯域下限－４０ＭＨｚ） 

（５）（ア）から（キ）と同様に測定する。ただし、（５）（オ）において標準信号発生器

の周波数を送信周波数帯域下限－４０ＭＨｚに設定する。 

（８）線形領域での測定 

（５）（エ）において、空中線電力が最大となるレベルから１０ｄＢ低下した出力レベルと

なるように標準信号発生器の入力レベルを調整し、（５）から（７）の測定を繰り返し各測

定周波数毎に増幅度の大きい方を測定値とする。 

（９）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、送信周波数帯域の最も高い周波数から５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ高い周波

数及び送信周波数帯域の最も低い周波数から５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ低い周波数

の各周波数ごとに増幅度をｄＢ単位で表示する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、個々の空中線端子の増幅度を真数で加算し、ｄＢ次元に

換算して表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）測定器として、標準信号発生器側に可変減衰器を用いることとしているが、試験周波数の測

定レベル範囲において較正されている標準信号発生器を用いる場合は、標準信号発生器内蔵

の可変減衰器等を用いても良い。 

（２）３（２）において、送信出力を最大又は出力飽和状態に近づける等によって利得を低下させ

る受験機器にあっては、利得が最大となる状態に設定する。 

（３）３（２）において、受験機器の利得が入力信号レベルによって可変利得となる受験機器の場
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合は、利得が最大となる入力信号レベルに設定する。 

（４）測定系統図において受験機器を通る系と通らない系で給電線等による損失に差がないように

調整しておくこと、±１ｄＢ以内の差は算出時に補正しても良い。 

（５）測定器として標準信号発生器とスペクトルアナライザを用いる方法を標準としているが、こ

れらに代えてネットワークアナライザを用いても良い。ただし、測定系の較正等を十分に行

うこと。 

（６）３（２）における、利得を最大に設定するとしているのは、複数の利得に設定できる受験機

器の場合に最大となる利得に設定することである。 
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十・空中線電力の偏差 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式(下り)、(上り)及び再生中継方式(下り) 

 
Ⅱ 再生中継方式(上り) 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）非再生中継方式の場合は、信号発生器１からｎの設定を、次のようにする。 

  中継可能な全周波数を送信した状態の試験は、信号発生器１からｎは各割当周波数に設定

し、送信周波数帯域内の全ての割当周波数において継続的バースト送信状態（注１）とする。

１波ごとに送信した状態の試験は信号発生器１を用いる。また、変調条件は最大出力状態と

なる条件で変調（下り：ＯＦＤＭＡ変調信号、上り：ＳＣ-ＦＤＭＡ変調信号）をかけ、規

定の入力レベルに設定する。 

 注１：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も長い時間に設定する。 

（２）再生中継方式（下り）の場合は、信号発生器１を、再生中継方式（上り）の場合は、信号発

生器を、割当周波数に設定し、継続的バースト送信状態（注１）として、規定のレベルを受

験機器に加える。 

（３）電力計の型式は、通常、熱電対もしくはサーミスタ等による熱電変換型またはこれらと同等

の性能を有するものとする。 

（４）減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。 

 （例 一般の熱電対型の場合の最適動作入力レベルは、０．１～１０ｍＷ） 
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３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を継続的バースト送信できる状態（注１）にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）上りの場合は、外部試験装置より試験信号を加える。 

（２）試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態（注１）とする。 

（３）電力制御を最大出力とし、最大出力状態となる変調状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）電力計の零調を行う。 

（２）入力信号のレベルを規定のレベルから順次増加してゆき、出力の平均電力を測定する。 

 なお、入力信号レベルの増加は、出力電力が十分飽和するまで続ける。 

（３）繰り返しバースト波電力（ＰＢ）を十分長い時間にわたり、電力計で測定する。 

（４）バースト区間内の平均電力（Ｐ）を、次式により算出する。 

 Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ） 

 ここで、Ｔ＝バースト繰返し周期 

 Ｂ＝バースト長（電波を発射している時間） 

（５）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

（６）２波以上同時に送信する場合は、全波で測定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）電力計の零調を行う。 

（２）送信する。 

（３）繰り返しバースト波電力（ＰＢ）を十分長い時間にわたり、電力計で測定する。 

（４）バースト区間内の平均電力（Ｐ）を、次式により算出する。 

 Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ） 

 ここで、Ｔ＝バースト繰返し周期 

 Ｂ＝バースト長（電波を発射している時間） 

（５）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）結果は、空中線電力（空中線電力が飽和したときの最大の平均電力）の絶対値をｍＷ単位で、

定格（工事設計書に記載された値）の空中線電力に対する偏差を％単位で（＋）または（－）

の符号をつけて表示する。なお、空中線電力が飽和していることを示すデータを添付する。 

（２）陸上移動局対向器の場合には、送信空中線絶対利得も併せて表示する。 

（３）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値を真数で加算して表示

する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定値も表示する。 

（４）複数の空中線端子を有する陸上移動局対向器の場合は、それぞれの送信空中線絶対利得を表

示する。 

（５）２波以上同時に送信する場合は、全波で測定した結果の総和を表示する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）結果は、空中線電力の絶対値をｍＷ単位で、定格（工事設計書に記載された値）の空中線電

力に対する偏差を％単位で（＋）または（－）の符号をつけて表示する。 

（２）陸上移動局対向器の場合には、送信空中線絶対利得も併せて表示する。 
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（３）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値を真数で加算して表示

する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定値も表示する。 

（４）複数の空中線端子を有する陸上移動局対向器の場合は、それぞれの送信空中線絶対利得を表

示する。 

（５）２波以上同時に送信する場合は、１波ごとに測定した結果の総和を表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）工事設計書に記載の空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適当な測定端

子で測定して換算する。 

（２）バースト時間率（バースト長／バースト繰返し周期）は、工事設計書に記載される値を用い

ることとするが、疑義が生じた場合はスペクトルアナライザ等により確認する。 

（３）被測定信号はクレストファクタ（ピーク値と平均値の比）が大きい信号であり、ピーク値に

おいても電力計の測定レンジ内にあることに注意が必要である。 

（４）擬似負荷の代用として、方向性結合器を使用する方法もある。 

（５）２（２）において、信号発生器からの変調状態のバースト波等がない状態で変調状態の継続

的バースト波が送信できる場合は、信号発生器を用いなくて良い。 

（６）３Ⅱ（１）において、外部試験装置からの試験信号がない状態で送信できる場合は、外部試

験装置を用いなくて良い。 

（７）空中線電力が飽和していることを示すデータは、３点以上の測定データ、すなわち、少なく

とも空中線電力が最大となる入力レベルの時の測定データに加えて、その前後の入力レベル

での測定データを含むものとする。__ 

（８）過大入力レベルに対し、送信を停止する機能を有する受験機器の場合は、送信を停止する直

前の状態の入出力電力の結果を添付する。 

（９）陸上移動局対向器の空中線電力は２５０ｍＷ（２４．０ｄＢｍ）以下とされているが、空中

線の絶対利得（給電線損失等を含まない送信空中線の絶対利得、以下同じ。）が０ｄＢｉを

超える場合の空中線電力の許容値は次式の通り。 

 空中線電力（ｄＢｍ）＝２４．０ｄＢｍ（２５０ｍＷ）－空中線絶対利得（ｄＢｉ） 

（１０）複数の空中線（ｎ本）を用いる場合の空中線電力は、個々の空中線電力の値を加算する。 

（１１）（１０）において、陸上移動局対向器の空中線絶対利得が０ｄＢｉを超える場合の空中線

電力の許容値は次式の通り。 

 各空中線ごとの等価等方輻射電力を求める。 

 等価等方輻射電力（ｄＢｍ）＝空中線電力（ｄＢｍ）＋空中線絶対利得（ｄＢｉ） 

 空中線１～ｎの等価等方輻射電力を真数で加算した値が２５０ｍＷを超えない空中線電力。 

（１２）複数の空中線を用いる場合の空中線絶対利得は、アダプティブアレーアンテナ（個々の空

中線の電力及び位相を制御することによって空中線の指向特性を制御するもの。）として動

作させる場合は、空中線の絶対利得を加算（真数で加算）した値を合成した空中線絶対利得

として用いる。 

（１３）（１２）において、陸上移動局対向器の合成した空中線絶対利得が０ｄＢｉを超える場合

の空中線電力の許容値は次式の通り。 

 空中線電力の総和（ｄＢｍ）＝２４．０ｄＢｍ（２５０ｍＷ）－合成した空中線絶対利得（ｄ

Ｂｉ） 

（１４）信号発生器は割当周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の割当周波数

の変調信号を同時に出力できる信号発生器を用いても良い。 
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十一・副次的に発する電波等の限度 
１ 測定系統図 

Ⅰ 非再生中継方式(下り)、(上り)及び再生中継方式(下り) 

 
Ⅱ 再生中継方式(上り) 

 
２ 測定器の条件等 

（１）測定対象が低レベルのため擬似負荷（減衰器）の減衰量はなるべく低い値（２０ｄＢ以下）

とする。ただし、連続受信状態にできない受験機器の場合は、スペクトルアナライザの最大

許容入力レベルに注意する。 

（２）副次発射探索時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。 

 掃引周波数幅  ３０ＭＨｚ～１ＧＨｚ、１ＧＨｚ～１８ＧＨｚ 

 分解能帯域幅  周波数３０ＭＨｚ以上１，０００ＭＨｚ未満： １００ｋＨｚ 

    周波数１，０００ＭＨｚ以上： １ＭＨｚ 

 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 

 掃引時間  測定精度が保証される最小時間 

 Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 データ点数  ４００点以上（例 １００１点） 

 掃引モード  単掃引 

 検波モード  ポジティブピーク 

 

（３）副次発射測定時のスペクトルアナライザは以下のように設定する。 

 中心周波数  副次発射周波数 

 掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

 分解能帯域幅  周波数１，０００ＭＨｚ未満： １００ｋＨｚ 

    周波数１，０００ＭＨｚ以上： １ＭＨｚ 

 ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

 掃引時間  測定精度が保証される最小時間 

 Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

 データ点数  ４００点以上（例 １００１点） 
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 掃引モード  単掃引 

 検波モード  サンプル 

 

３ 受験機器の状態 

Ⅰ 非再生中継方式 

（１）試験周波数を連続受信できる状態にする。 

（２）受験機器の出力レベルが調整できるものにあっては、出力が最大になるように設定する。 

Ⅱ 再生中継方式 

（１）制御器等を用いて受験機器の送信を停止し試験周波数を連続受信する状態とする。 

（２）連続受信状態にできない場合は、試験周波数に設定し、バースト時間率（注１）を一定とし

た継続的送信状態とする。 

 注１：バースト時間率は（電波を発射している時間／バースト繰返し周期）とする。 

（３）制御器からの設定で（２）の状態に設定できない場合は、外部試験装置より試験信号を加え

（２）の状態に設定する。 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザを２（２）のように設定し、各帯域毎に各々掃引して、副次発射の振

幅の最大値を探索する。 

（２）探索した結果が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。 

（３）探索した結果が許容値を超えた場合、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高め

るため、周波数掃引幅を１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚ及び１ＭＨｚのように分解能帯域幅の１

０倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトルアナライザの設

定を２（３）とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュータに取り込む。全データ（バ

ースト波の場合はバースト内のデータ）を真数に変換し、平均電力（バースト波の場合はバ

ースト内平均電力）を求め、ｄＢｍ値に変換して副次発射電力とする。 

（４）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子において測定する。 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、技術基準が異なる各帯域毎に副次発射の最大値の１波あるいは必要な数波を技術基

準で定められる単位で、レベルの降順に並べ周波数とともに表示する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子の測定値において各周波数ごとに

おける総和を（１）の単位で周波数とともに表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子

ごとに最大の１波を（１）の単位で周波数とともに表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）擬似負荷は、特性インピーダンス５０Ωの減衰器を接続して行うこととする。 

（２）スペクトルアナライザの感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。 

（３）スペクトルアナライザのＹ軸スケールの絶対値を電力計及び信号発生器を使用して確認する

こと。 

（４）スペクトルアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。 

（５）４（３）におけるバースト内平均電力とは、受信状態において副次発射がバースト状に発射

される場合の、副次発射のバースト内平均電力である。 

（６）受験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、受験機器の間欠受信周期を最短

に設定して、測定精度が保証されるようにスペクトルアナライザの掃引時間を、少なくとも

１サンプル当たり１周期以上とする必要がある。 
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十二・総合動作特性 
１ 測定系統図 

(下り) 

 
(上り) 

 
２ 測定器の条件等 

   外部試験装置は擬似的に基地局信号を送信可能な装置であって、受験機器の動作を制御する信

号（事業者固有の識別符号、事業者特有の信号又は受験機器を遠隔制御する信号のいずれか、以

下制御信号）を送信できる装置である。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）受験機器の制御信号を受信可能な状態（通常運用状態）にする。 

（２）受験機器の利得（増幅度）が可変できるものにあっては、利得が最大になるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

Ⅰ 下り 

（１）外部試験装置から受験機器の下り信号及び中継機能を動作させる制御信号を出力しスペクト

ルアナライザで下り信号が送信されていることを確認する。 

（２）外部試験装置から受験機器の下り信号を出力した状態で中継機能を動作させる制御信号を停

止しスペクトルアナライザで下り信号が送信されていないことを確認する。 

Ⅱ 上り 

（１）標準信号発生器から受験機器の上り信号を出力する。 

（２）外部試験装置から中継機能を動作させる制御信号を出力しスペクトルアナライザで上り信号

が送信されていることを確認する。 

（３）外部試験装置からの中継機能を動作させる制御信号を停止しスペクトルアナライザで上り信

号が送信されていないことを確認する。 

 

５ 結果の表示 

（１）良、否で、表示する。 

（２）事業者固有の識別符号、事業者特有の信号又は受験機器を遠隔制御する信号のいずれを用い

たかを表示すること。 

 

６ 補足説明 

（１）４において、中継機能を動作させる制御信号を停止した場合の「信号が送信されていないこ

とを確認する。」とは、非再生中継方式の場合は、試験周波数帯域内において、受験機器の

入出力給電点間の利得が０ｄＢ以下であることを確認すること。また、再生中継方式の場合

は、試験周波数帯域内において、受験機器の出力信号レベルが受験機器への入力信号レベル

以下であることを確認すること。 
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（２）２において、外部試験装置が受験機器の下りＲＦ信号を出力した状態で中継機能を動作させ

る制御信号のみオン、オフできない場合は受験機器の下りＲＦ信号を出力できる標準信号発

生器と信号を合成する方法でも良い。 

（３）受験機器が事業者特有の信号を定期的に受信して制御する場合にあっては、最長の動作時間

を表示することが望ましい。 

（４）３（２）における、利得を最大に設定するとしているのは、複数の利得に設定できる受験機

器の場合に最大となる利得に設定することである。 


